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新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に係る
３月サービス提供分の放課後等デイサービスの請求に関する留意点について

今般の新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業によるサービス利用料の増につ
いて、３月１０日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策－第２弾－」に
基づき、学校の一斉臨時休業により追加的に生じたサービス分に係る利用者負担及び地方負担に係る
部分については、国が費用負担します。（別添参考１、参考２を参照）
つきましては、各事業所におかれましては、その額の算出に当たっての事前準備を以下のとおり行

っていただきますようお願いします。

１ 請求の切り分け準備
３月提供分については、３月２日より春休み開始までの間で小学校臨時休業に伴うサービス提供に

係る基本報酬は、学校休業日として算定し、国保連に請求をお願いします。
それに加え、次の①～④の経費に係る児童毎の切り分けを事前にお願います。

① 今般の学校休業に伴い新たに支給決定を受けた児童の利用により報酬が増加した分
② 今般の学校休業以前から支給決定を受けていた児童について、学校休業に伴うサービス利用増
が生じ、報酬が増加した分

③ 今般の学校休業以前から支給決定を受けていた児童について、報酬単価が平日単価から学校休
業日単価に切り替わることにより報酬が増加した分

④ 事業所が長時間の開業に行い、早朝開所による延長支援加算の算定単位の増が生じ、報酬が増
加した分

その切り分けについて、簡便に使用できる計算シートが国から提供されましたので、別添計算シー
トを御確認のうえ、３月サービス提供分の報酬を請求する市町村に提出するようお願いします。

２ ３月サービス提供分の利用料の請求額の算出について
ア 保護者に３月サービス提供分の利用料を請求する際には、学校臨時休業がなかった場合の利用料

（一般的には、当初から３月に予定していた利用分に相当する利用料）のみを請求していただき、保
護者の負担感軽減に配慮した取扱いとするようお願いします。
実際に請求するべき３月サービス提供分の利用料と、アとの差額については、今後、３月サービス

提供分の報酬を請求した市町村に対して、事業所による補助金申請で補填される見込みとなっており
ますので、児童毎の把握もあわせてお願いします。
なお、国保連合会システムの請求にあたっては、事業所が国保連合会へ提出する請求明細書の決定

利用者負担額欄等には、今後市町村へ補助金を申請するアとの差額分を含めた実際のサービス提供分
の利用料の費用としていただくようお願いします。
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